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３ 大 田 勤 議 員

１ 資材高騰対策へ新たな臨時交付金活用で
農・畜産業者の生活を守れ

２ プレミアム付商品券等の交付金活用は住
民皆が公平に恩恵を受ける施策へ

３ 国保運営方針策定要領に沿った国保税の
保険料水準の統一は住民負担増に直結

１ 資材高騰対策へ新たな臨時交付金活用で農・畜産業者の生活を
守れ

農林水産省では、世界的な穀物需要の増加やエネルギー価格の上昇に加え、ロ
シアによるウクライナ侵略等の影響により、化学肥料原料の国際価格が大幅に上
昇し、肥料価格が急騰している。
海外原料に依存している化学肥料の低減や堆肥等の国内資源の活用等の取組を

行う農業者に対し、肥料コスト上昇分の一部を支援することを通じて、農業経営
への影響を緩和するとともに、化学肥料の使用量の低減を進めるとして、対象と
なる肥料は、令和４年６月から令和５年５月に購入した肥料、本年の秋肥と来年
の春肥として使用する肥料。支援の内容は、化学肥料低減の取組を行った上で前
年度から増加した肥料費の７割を交付と通達が出されている。地方創生臨時交付
金を肥料価格補てんに活用している地方公共団体一覧も公表されている。
北海道では８７市町村が肥料価格補てんに活用され、小樽市では化学肥料購入

支援金給付事業費。黒松内町は農業者肥料・飼料価格高騰対策支援事業。真狩村
は真狩村化学肥料及び配合飼料価格高騰対策支援事業。仁木町は事業継承に向け
た生産コスト削減の為の緊急支援事業等が交付金活用地方公共団体としている。
地方創生臨時交付金を肥料価格補てんに活用している地方公共団体には岩内町

が掲載されていない。岩内町での取組は。
交付金を使った制度活用は行われたのか。
令和５年度肥料価格高騰対策事業のうち化学肥料低減定着対策事業に係る地域

計画書の作成について、第５期公募が、令和５年１１月１３日、北海道農政事務
所長や各地方農政局長等へ農産局長から通知されている。この事業内容は。
令和５年１０月２４日、５農産第１５５０号－４、農産局長通知では交付金所

要額の上限を５００万円とし、地域計画書の協議期限は令和５年１１月１４日ま
でとしている。
令和５年１１月１３日、５農産第１５５０号－６、農産局長通知で令和５年１

０月２４日付け、５農産第１５５０号－４に基づく第３期公募及び令和５年１１
月６日付け、５農産第１５５０号－５に基づく第４期公募において、地域協議会
が地域計画書を提出しない場合、当該地域協議会が第５期公募において作成する



地域計画書の交付金所要額の合計は、１，５００万円を上限とすることができる
としている。
地域計画書の協議期限、令和５年１２月１日までに行うことになっているが、

こうした取組は行われているのか。
交付金の額は１，５００万円上限で交付を受けることができるのか。
地方創生臨時交付金を肥料価格補てんに活用している地方公共団体一覧に道内

９市町村、後志管内では島牧村・肥料高騰対策支援事業。黒松内町・農業者にお
けるエネルギー等価格高騰重点支援事業、重点交付金分が掲載されているが、岩
内町ではこうした交付金の活用で事業が取り組まれているのか。
農家の減少に歯止めがかからない。農林水産省によると、全国で２００３年に

２２０万５，０００戸だったが、２３年２月には、半分以下の９２万９，４００
戸となった。高齢化も進み自営農業従事者の平均年齢は２２年時点で６８歳。６
５歳以上が８４％を占める。
岩内町ホームページの産業別就業人口の国勢調査による農林業は、昭和６０年

の２８６人から平成２２年には半分以下の１２９人に減少している。
直近の町の農林水産業人口は。このうち、農業人口は何名なのか。農業従事者

の平均年齢は。
三菱総合研究所が農水省のデータなどから農家全体の戸数が２０５０年に１７

万７，０００戸に。２３年２月比で８１％減少する計算。稲作農家の減少率も農
家全体と同じと仮定すると、主食用米は２５年以降生産量が需要を下回るように

なり、ピークの４０年には１５６万トンのコメが足りなくなるという。わずか１
７年先との報道です。
酪農業の平成２３年町のデータは、乳牛１５５頭、肉牛１７頭と平成２１年か

ら総頭数で５４頭減少しています。直近の乳牛、肉牛の頭数は。
飼料価格高騰で経営がひっ迫している畜産農家への支援として、静岡県は飼料

購入費の一部助成、三重県は畜産農家に向けた配合飼料と粗飼料の購入費を支援
が資材高騰対策として新たな臨時交付金活用で取り組まれている。
町は、飼料価格高騰対策として、畜産農家の負担軽減のための飼料購入費の補

助や、配合飼料価格安定制度の使用数量に応じた奨励金を交付する事業の活用な
ど対策を立てているのか。町の取組は。



【答 弁】
町 長：
１項めの、地方創生臨時交付金、令和４年度分全体を肥料価格補てんに活用

している地方公共団体には、岩内町が掲載されていないが、岩内町での取組は
についてと、２項めの、交付金を使った制度活用は行われたのかについてと、
６項めの、地方創生臨時交付金を肥料価格補てんに活用している地方公共団体
一覧、令和５年度第１回申請分が掲載されているが、岩内町ではこうした交付
金の活用で事業が取り組まれているのか、については関連がありますので、併
せてお答えします。
町内の農業者への肥料価格高騰に対する支援については、これまで、国にお

いて肥料価格高騰対策事業、北海道において化学肥料購入支援金給付事業など、
購入費の一部を補てんする支援策が実施され、令和５年度においても、北海道
において、肥料価格高騰緊急対策事業などの対策が講じられております。
本町においても、令和４年度に地方創生臨時交付金を活用し、燃料や資材の

価格高騰への支援策として、農業者を含めた、燃料や資材価格高騰の影響を受
けた事業者に対し、町内事業者物価高騰対策支援金を給付したところでありま
す。
町といたしましては、今後も、臨時的な交付の使途を決定するにあたっては、

より住民の現状やニーズの把握に努めながら、特定の事業種などに偏ることな
く、幅広い支援での活用に努めて参ります。

３項めの、令和５年１１月１３日付け農産局長から通知された、令和５年度
肥料価格高騰対策事業のうち、化学肥料低減定着対策事業に係る地域計画書の
作成について、第５期公募の事業内容はについてと、５項めの、交付金の額は
１，５００万円上限で交付を受けることができるのかについては、関連があり
ますので併せてお答えします。
令和５年度肥料価格高騰対策事業のうち、化学肥料低減定着対策事業に係る

地域計画書の作成についての事業内容については、地域において、化学肥料の
２割低減に向けた取組の定着を図るため、地域協議会が取組内容などを明らか
にした地域計画書を作成し、協議・採択後、取組の掛かり増し経費の２分の１
を上限として、ＪＡなどの対象肥料の販売を行う事業者に対し、交付されるも
のであります。
なお、第５期公募において、交付金所要額の合計が１，５００万円を上限と

されていることについては、一期分５００万円として、第５期公募分と併せて、
第３期及び第４期公募分を、一括して応募できることとしたためであります。
４項めは、地域計画書の協議期限、令和５年１２月１日までに行うことにな

っているが、こうした取組は行われているのか、についてであります。
本町における取組については、岩内町地域再生協議会及びＪＡきょうわにお

いて協議した結果、事業主体となるＪＡきょうわにおいて、事業費予算の確保
などの関係から、この度の取組については、実施しないと判断したところであ
ります。
７項めは、直近の町の農林水産業人口は。このうち、農業人口は何名なのか。

農業従事者の平均年齢は、についてであります。
令和２年国勢調査の産業別就業者数における本町の農林漁業者数は１８０人

であり、そのうち、農業者数は１１０人であります。
なお、農業従事者の平均年齢については、国勢調査において年齢は公表され

ていないことから、平均年齢については算出できません。
８項めは、直近の乳牛、肉牛の頭数は、についてであります。



令和５年１２月１日現在、町内で飼育されている乳牛は６２頭、肉牛は５頭
であります。
９項めは、町は、飼料価格高騰対策として、畜産農家の負担軽減のための飼

料購入費の補助や、配合飼料価格安定制度の使用数量に応じた奨励金を交付す
る事業の活用など、対策を立てているのか、町の取組は、についてであります。

町内の畜産・酪農経営者への飼料価格高騰による支援策としましては、国に
おいて、飼料価格高騰緊急対策事業として、生産コスト削減等に取り組む生産
者に対して補てんされる配合飼料価格高騰緊急特別対策や、購入粗飼料などの
コスト上昇分の一部を補てんする国産粗飼料利用拡大緊急酪農対策の支援が行
われております。
町においては、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、生活者

への支援に取り組んでおり、畜産・酪農経営者への支援については、今後も国
等の農業政策などを注視し、ＪＡきょうわなどの関係機関と情報共有を図りな
がら、各種支援策の活用などを含め、畜産・酪農経営者の経営安定に向け、町
としての役割を担って参ります。



＜ 再 質 問 ＞

令和５年１２月１日までに行うことになっていた取組は実施しないと判断した
と答弁。農林水産省は、重点支援地方交付金追加での、農林水産業における物価
高騰対策支援で事業者支援として配合飼料の使用量低減の取組や飼料高騰等の影
響を受ける酪農経営の負担軽減支援、農林水産物の生産・調製・加工・貯蔵施設
や土地改良区、農業水利施設での電気料金高騰に対する支援、化学肥料からの転
換に向けた地域内資源活用で堆肥や稲わらなどの利用拡大を支援し、輸入肥料の
削減など１５項目に渡って取組メニューを示している。
こうした取組を地元農業者等から要望がなかったのか。
きめの細かい支援内容が出されているが、こうした取組は農家の皆さんに提示

されて実施しないと判断されたのか。
町における稲作農家、畜産農家等の減少は深刻です。肥料高騰に苦しむ農家を

直接支援するメニューの取組を農業協同組合など取組実施者任せにするのではな
く、稲作・畜産農家等への国の動向に注視し、町としても、速やかな情報収集で
対策を講じる必要があるのではないのか。



【答 弁】
町 長：
１項めは、令和５年１２月１日までに行うことになっていた取組は実施しな

いと判断したとの答弁だが、こうした取組は農家の皆さんに提示されて実施し
ないと判断したのかについてであります。
この取組については、ＪＡなどの対象肥料の販売を行う事業者に対し交付さ

れるものであり、実施主体となるＪＡきょうわより、事業予算の確保などの関
係から、実施が困難であるとの回答を受け、岩内町地域再生協議会において、
今回は実施しないと判断したところであります。
２項めは、農林水産省が示している１５項目の取組メニューについて、きめ

細かい支援内容が出されているが、こうした取組を地元農業者等から要望が無
かったのかについてであります。
町内農業者からは、日頃より町及びＪＡきょうわにおいて要望等を確認して

おり、国や北海道からの各種支援策については、岩内町地域再生協議会及びＪ
Ａ北海道中央会及びホクレンなどを通じてＪＡきょうわへの情報提供があり、
その後、町内農業者へ支援策を周知しているところであります。
３項めは、肥料高騰に苦しむ農家を直接支援するメニューの取組を、農業協

同組合など取組実施者任せにするのではなく、稲作・畜産農家等への国の動向
に注視し、町としても速やかな情報収集で対策を講じる必要があるのではない
かについてであります。

町内の農・畜産農家への支援につきましては、引き続き、今後も国等の農業
政策などを注視し、ＪＡきょうわなどの関係機関と情報共有を図りながら、各
種支援策の活用などを含め、町としての役割を担って参ります。



２ プレミアム付商品券等の交付金活用は住民皆が公平に恩恵を受
ける施策へ

令和４年度の町政執行方針・商工労働対策として、新型コロナウイルス感染症
により大きく影響を受けた地域経済につきましては、引き続き国や北海道が行う
経済対策の動向を注視し、必要な対策を速やかに講じられるよう努めていくとと
もに、本年度はプレミアム付商品券の発行事業を実施すると説明。
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業としてプレミアム付商

品券発行事業、予算額３億３，３０４万２，０００円を計上し、決算額２億３６
６万６，０００円。不用額１億２，９３７万６，０００円と決算報告をした。
地域経済の回復に向けた消費喚起策として、岩宇４か町村の１８歳以上の方を

対象に、１冊１万円でプレミアム率３０％の商品券を販売した。
総販売冊数、岩宇４町村ごとの販売冊数。販売額と換金額、換金率は。
販売場所と時間では、令和４年８月１１日、岩内地方文化センター。９時から

５時までの当日の販売実績は。
令和４年８月１２日から８月１９日、岩内商工会議所、平日９時から１９時ま

で。この期間での日別の販売実績は。
購入は先着順ではないとした取組理由は。
世帯代表者が同世帯員分の商品券を購入することができる。その場合、購入対

象者の引換券をご持参としていたが、４か町村の家族の確認はどのようにしてい
たのか。
不用額１億２，９３７万６，０００円ですが、当初予定冊数は。
参加店舗数と参加条件、参加店舗への規制はあったのか。事務費の額の内訳は。
令和５年度、プレミアム付商品券発行事業総額１億７，３８２万１，０００円。

内訳はプレミアム付商品券事業負担金１億６，８００万円。印刷製本費３８３万
４，０００円。その他経費１９８万７，０００円を計上。
物価高騰やエネルギー価格高騰により大きな影響を受けている地域経済の活性

化のためプレミアム付商品券事業を実施するとして１冊５，０００円。１人６冊
まで。
プレミアム率は岩内町史上最高の４０％。６冊購入で１２，０００円もお得と

商品券が売り出された。
総販売目標冊数の２万４，０００冊分が商品券印刷冊数か。
販売日時は１０月１４日、１５日の２日間で９時から５時までとしたが、当日

何時で商品券の販売を終了したのか。
前回時とは違い、販売対象者を１８歳以上の岩内町民とした理由は。
購入方法では前回は、世帯代表者が同世帯員分の商品券を購入することができ

るから、今回は代理人の方による購入も可能とし、その場合、ご本人と合わせて
代理の方の名前などもご記入下さいとした変更理由と、商品券を代理人が購入し
た総冊数は。
無くなり次第終了となります。１４日に完売した場合、１５日の販売は行いま

せんとしたが、当日多数の人が商品券購入に列を作り、販売時間は午前中の早い
時間で終了となった。販売終了となった後続の人は後ほど交換すると聞いていま
したが、商品券の余裕冊は作成してあったのか。あったとすればその冊数は。
体の不自由な方や入院中の方などは代理の方による購入も可能と弱者への配慮

もなされましたが、この検証は行われたのか。
以前は、地区別に販売が行われ、前回は当日購入できない住民への配慮もあっ



たが、こうした運営から売り切れ終了へ切り替えた検証の内容は。
多くの自治体では事前申込による抽選販売。購入申込口数が、発行口数を上回

った場合は、抽選等の対応がなされていますが、プレミアム率が高い商品券では
不公平感があり、申し込み者全員に配ることにした大阪市などでの購入できる人
とできない人での不公平感が岩内町でも出ていたのではないのか。プレミアム付
商品券販売の総括と教訓は。
２０１９年、プレミアム付商品券事業は、消費税・地方消費税率の１０％への

引上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に
おける消費を喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券の販売を
行う市区町村に対し、その実施に必要な経費、事業費及び事務費を、国が全額補
助する縛りのある事業でしたが、現在、内閣府地方創生推進室が示す新型コロナ
ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、重点交付金の増額・強化についてでは、
物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担の軽減を図る低所得世帯支援枠事
業に住民税非課税世帯１世帯あたり３万円を基礎として市町村に交付し、低所得
世帯を対象とした電力・ガス、ＬＰガスを含む、をはじめ、エネルギー・食料品
価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援や、エネルギー・食料品価格
等の物価高騰の影響を受けた生活者に対してプレミアム商品券や地域で活用でき
るマイナポイント等を発行して消費を下支えする取組や、ＬＰガス使用世帯への
給付などの支援。その具体的内容は地域の事情に応じて決められるとあります。
町の事業、町内に住民登録がある全世帯に対して給付金を支給する岩内町電気

料等高騰支援特別給付金の支給や一般家庭や事業者等に対する支援策として、水
道料金の基本料金の免除などが全世帯に不公平なく受け入れられる取組です。
全国一高い電気料で商店街の街路灯、町内会の防犯灯を維持するのではなく、

街路灯・防犯灯の維持を経済産業省通達、エネルギー価格高騰の影響を受ける中
小企業、商店街、自治会等の負担緩和や省エネの取組支援を、重点支援地方交付
金活用で取り組むべきではありませんか。



【答 弁】
町 長：
１項めは、令和４年度の総販売冊数、岩宇４か町村ごとの販売冊数、販売額

と換金額、換金率はについてであります。
令和４年度に実施したプレミアム付商品券の総販売冊数は１５，２６３冊で、

岩宇４町村ごとの内訳は、岩内町が１３，５７８冊、共和町は１，３１０冊、
泊村は３１１冊、神恵内村は６４冊となっております。
販売額は総額１億５，２６３万円で、プレミアム分を含めた発行額は１億９，

８４１万９，０００円、換金額は１億９，８１１万３，０００円、換金率は９
９．８５％となっております。
２項めは、当日の販売実績はについてであります。
当日の販売実績は９，４３５冊で、総販売冊数の６１．８２％となっており

ます。
３項めは、８月１２日から１９日までの日別販売実績はについてであります。
８月１２日は２，２３４冊、１５日は１，０３０冊、１６日は５９９冊、１

７日は５９５冊、１８日は４７５冊、１９日は８１０冊、２０日以降で８５冊
となっております。
４項めは、購入は先着順ではないとした理由は、についてであります。
令和４年度に実施したプレミアム付商品券発行事業については、コロナ禍で

の実施であったため、事前申込みや引換券の発行など、販売時において行列な

どの密を回避するための配慮が必要であったことから、先着順ではなく、引き
換え制としたものであります。
５項めは、世帯代表者が同世帯員分の引換券を持参して購入する際の４か町

村の家族の確認はどうしていたのかについてであります。
町内での世帯代表者の家族の確認については、住民基本台帳との照合を行っ

ており、町外については、同世帯員の身分証明書の提示や写しの添付で確認し
たところであります。
６項めは、当初予定冊数は、参加店舗数と参加条件、参加店舗への規制はあ

ったのか、事務費の内訳についてであります。
令和４年度に実施したプレミアム付商品券発行事業での当初予定していた販

売冊数については２万５，０００冊で、参加店舗数は１７８軒、参加条件等に
ついては町内の事業者とし、感染症対策として新北海道スタイルを実践してい
ることとしております。
また、事務費の内訳は、印刷製本費が３２８万９，０００円、商品券販売に

係る委託料で９９万８，０００円、会計年度任用職員報酬で６８万２，０００
円、その他の経費で５８万４，０００円の計５５５万３，０００円であります。
７項めは、令和５年度の総販売目標冊数の、２万４，０００冊分が印刷冊数

かについてであります。
令和５年度の総販売目標冊数は２万４，０００冊であり、販売当初に同数を

用意したところであります。
８項めは、当日何時で商品券の販売を終了したのかについてであります。
当日は、販売開始時間を５分早め、８時５５分に販売を開始し、１１時５分

に行列の最後尾で締め切り、１１時３０分頃に販売を終了しております。
９項めは、前回とは違い、販売対象者を岩内町民とした理由はについてであ

ります。
前回は、他町村を含む広域による販売の場合に、北海道からプレミアム分の

１０％分が補助されるため、岩宇４か町村での販売としておりましたが、今回



については、そうした補助制度がないため、町内限定としたものであります。
１０項めは、購入方法で代理の方の名前などの記入に変更した理由と、代理

人が購入した総冊数はについてであります。
購入方法の変更については、前回販売した際に、単身世帯などで都合により

自ら買いに行くことができない方などから、代理人による購入についての要望
が多数寄せられたため、購入の簡素化に配慮し変更したものであります。
また、代理人が購入した総冊数は１１，０５９冊となっております。
１１項めは、販売終了となった後続の人は、後ほど交換するとしたが、余裕

冊は作成していたのか。その冊数はについてであります。
商品券が確実に不足すると判断し、行列の最後尾で締め切った後、その方々

のうち販売終了時に買えなかった配慮として、後日の販売でも購入したい方の
み申込みを受け付け、改めて追加発行したものであり、当初からの余剰分の用
意はしておりません。
１２項めは、体の不自由な方などへの配慮もなされたが、この検証は行われ

たのかについてであります。
町といたしましては、高齢化が進んでいる現状を踏まえ、体の不自由な方な

どへの配慮をした結果として、一定数の代理人による購入があったものと捉え
ておりますが、個別に状況を聞き取ることは困難であり、検証するまでには至
っておりません。
１３項めは、前回は当日購入できない住民への配慮もあったが、売り切れ終

了へ切り替えた検証の内容は、についてであります。
前回はコロナ禍で密を回避するために、事前申込みや一定期間の販売日を設

けるなどの対応をして参りましたが、その後、購入手続きなどの簡素化を求め
る意見が多く寄せられたことなどを踏まえ、今回はそれ以前の形に戻し、先着
順としたところであります。
１４項めは、購入できる人とできない人での不公平感が出ていたのではない

か。プレミアム付商品券販売の総括と教訓はについてであります。
この度の販売にあたっては、前回販売時に商品券が多数売れ残った経緯やこ

れまで実施してきたプレレミアム付商品券発行事業の結果も踏まえ、完売を目
指し、販売時期やプレミアム率の上乗せ、購入しやすい額面、購入手続きの簡
素化など創意工夫に努めましたが、急速な物価高騰や電気料金などのエネルギ
ー高騰などの社会情勢も加わり、想定以上の購入希望者になったものと分析し
ているところであります。
町としては、これまでも各年度で実施した事業結果を基に、販売冊数、販売

方法、販売対象者、販売時期、商品券の利用期間や販売額面、参加店の範囲な
どをその都度分析するとともに見直しながら取り組んできたところではありま
すが、販売冊数の実績はその年度によりバラつきがあり、冊数の設定は非常に
難しいものであると痛感しているところでもあります。
こうした中、事業目的である地域経済の活性化策としての役割や効果は大変

大きいものであり、かつ、購入希望者に滞りなく行き渡ることも大切であると
認識しておりますので、今回のプレミアム付商品券を購入できなかった方など
から町へ寄せられた意見で多かった販売日時の設定、販売方法などに対する不
公平感をなくすための方策や、販売に協力をいただいた関係団体等の意見をま
とめ、今後実施するとした際は、購入希望者の不公平感を少しでも低減できる
事業となるよう努めて参ります。
１５項めは、エネルギー価格高騰の影響を受ける中小企業、商店街、自治会

等の負担緩和や省エネの取組支援を、重点支援地方交付金活用で取り組むべき



では、についてであります。
本年３月に国より示されました電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方

交付金の推奨事業メニューの１つとされている中小企業等に対するエネルギー
価格高騰対策支援におきまして、街路灯の維持や中小企業、商店街、自治会等
の負担緩和や省エネの取組への支援などが推奨事業として例示されており、町
では、本年６月に中小企業に対する電気料高騰支援策として、町内事業者電気
料高騰対策支援金を予算措置し、水産加工業や製造業、小売業など４５社など
に対し事業者支援を行ってきたところであります。
一方、商店街や町内会の防犯街路灯の電気料高騰対策につきましては、消費

電力が抑制されるＬＥＤへの取替えが有効な手段と捉えていることから、防犯
街路灯補助事業において優遇措置し、町内会等に対する設置費や電灯料の補助
を行っていること、また、この補助事業の趣旨からも、特定財源に頼らない継
続的かつ安定的な予算の確保による実施が最も効果的であり、望ましい支援の
形であると考えていることから、現時点では、これらに対する交付金の充当は
想定していないところであります。
しかしながら、今般の物価高騰により、全ての町民が大小様々な影響を受け、

負担を強いられている状況にあることから、町では、広く行き渡るきめ細やか
な支援が急務と考え、１１月より、全世帯を対象とした電気料等高騰支援特別
給付金の給付を行っているところであり、今後も、こうした臨時的な交付金の
使途を決定するにあたっては、より住民生活の現状やニーズの把握に努めなが

ら、特定の事業種や年代、世帯構成等に偏ることなく幅広い支援での活用に努
めて参ります。



＜ 再 質 問 ＞

販売終了時に買えなかった配慮として、後日の販売でも購入したい方のみ申込
みを受け付け、改めて追加発行したと答弁。追加分は何冊分か。金額は。
こうした対応は、また不公平感が増すのではないのか。
代理人による購入の検証は行っていないとしたが、今回は代理人等の購入で、

名前を借りて購入するなどの苦情もあったのではないのか。
物価高騰の負担が大きい低所得世帯への負担軽減をはかる低所得世帯支援事業

で、負担軽減をするための支援を、全世帯が不公平感無く受け入れられる取組こ
そが求められているのではないか。
町は世帯構成等に偏ることなく、幅広い支援での活用に取り組んでいただきた

い。



【答 弁】
町 長：
１項めは、改めて追加発行した追加分は、何冊分で金額はと、こうした対応

は不公平感が増すのではないかについてであります。
追加発行した冊数については、９４９冊で、販売金額は４７４万５，０００

円であります。
また、こうした対応は不公平感が増すのではないかについては、商品券が確

実に不足すると判断し、行列の最後尾で締め切った経緯から、その方々への買
えなかった対応として、町としては最低限の配慮が必要であると判断したもの
であります。
２項めは、代理人等の購入で名前を借りて購入するなどの苦情もあったので

はないかについてであります。
町に対して寄せられた様々な意見・要望等の中には、名前を借りて購入する

等の意見もあったことから、今後実施するとした際には、この度の検証を十分
する中で事業実施に努めて参ります。
３項めは、物価高騰の負担感が大きい低所得世帯への負担軽減をはかる低所

得世帯支援事業で、負担軽減をするための支援を、全世帯が不公平感無く受け
入れられる取組こそが求められているのではないかについてであります。
今般の物価高騰においては、全ての町民が大小様々な影響を受け、負担を強

いられている状況にあることから、町では、これまでも、新型コロナウイルス

感染症対応地方創生臨時交付金を活用した３万円給付などによる、低所得世帯
に対しての支援のほか、現在は、広く行き渡るきめ細やかな支援策として、全
世帯を対象とした電気料等高騰支援特別給付金の給付などを行っているところ
であります。
したがいまして、今後も、こうした臨時的な交付金の使途を決定するにあた

っては、引き続き、より住民生活の現状やニーズの把握に努め、特定の事業種
や年代、所得階層区分、世帯構成等に偏ることなく幅広い支援での活用に努め
て参ります。



３ 国保運営方針策定要領に沿った国保税の保険料水準の統一は住
民負担増に直結

今でも高すぎる国保税を保険料水準の統一化の名の下で更に値上げする動きが
強まっている。国保は、市町村ごとの運営から、都道府県と市町村による共同運
営となり、市町村は保険税の率・額を決めて住民から徴収する役目や保険証発行
の実務を担っているが、国保財政運営の責任主体は都道府県となり、都道府県は
市町村の国保行政を指導する権限が与えられている。
町は国民健康保険税率改正にあたって、近隣町村の税率や後志平均、北海道平

均を考慮しながら国保運営協議会に諮問し議会に上程しているが、国保税の改定
にあたって町は、どのような指導を受けているのか。
指導する権限を持つ道は、国民健康保険事業費納付金の提示と合わせてあるべ

き保険料水準を示す標準保険料率を公表することになっているが、町に提示され
ている標準保険料率は。
町の国保会計では、保険税軽減相当額、地方交付税措置、事務費分などに応じ

て、町の一般会計から繰入をしている。標準保険料率は強制力のない参考値では
ないのか。
標準保険料率は参考値であっても、法定外繰入額を除外して計算される。示さ

れた標準保険料率は町に対する繰入解消への圧力ではないのか。
国保運営方針策定要領、ガイドラインでは、国保運営期間を１期６年間とし、

２０２４年から２０２９年に保険料の統一化、法定外繰入の完全解消を目指すと
いう方針を立て、保険料水準の統一の達成目標や達成年度、達成に向けた取組な
どを定め、保険料水準の平準化に向けた取組を一段と加速させるプランの作成な
どを通知している。
達成年度、達成に向けた取組、平準化に向けたプランの作成など方針に沿って

進んでいるのか。
同じ所得水準、世帯構成であれば都道府県どこに住んでいても同じ保険料であ

ること。町村独自の保険税ではなく、将来的には完全統一を目指すとされている
のか。
都道府県全体としての法定外繰入などの解消目標年度、取組内容を運営方針に

記載とあるが、町もこれにあわせて繰入解消目標を立てているのか。
国保制度がスタートしたのは１９６１年、当時首相の諮問機関だった社会保障

制度審議会は、零細業者、日雇い労働者、無職者など低所得の被保険者が多く保
険料に事業者負担がない国保の運営には相当額の国庫負担を投入し、保険料を低
く抑える必要がある、社会保障制度審議会１９６１年勧告、と総医療費かける４
５％の国庫負担を国が抑制した。
現在、岩内町における国保加入者の所得階層別区分と加入者数、現在の国庫負

担率は。
加入者の中心が、農業、自営業者から無職、年金生活者、非正規労働者へと構

成が大きく変化した。国保加入者の平均所得は。
後期高齢者医療制度の導入で７５歳以上の低年金、低所得者が移行しても平均

所得が下がっているのは加入者の貧困化を示すものではないのか。
町の保険給付費の減少は、貧困下による受診控えにつながっているのではない

のか。
ガイドラインは地方自治法第２４５条の４第１項に基づく技術的助言にすぎず、

都道府県に従う義務はない。都道府県は国保運営方針策定まで市町村と協議し、



方針案策定後も市町村への意見聴取をしなければならない。市町村との合意がな
ければ保険料の統一への議論は進まないことになるのではありませんか。
町は、保険料水準の統一化が住民にどのような影響を与えるか調査し、住民に

知らせる必要があるのではないのか。
全国に先駆けて国保税の統一化を進めた大阪府下の自治体の国保税が、全国最

悪レベルの高負担で全国で最も高いワースト２０自治体のうち８割の１６自治体
が大阪府下の市・町で占められている。これは大阪府の統一保険料が全国最高水
準の高さで府下１４自治体が統一保険料に合わせているからです。
ガイドラインが示す統一化は住民負担増に直結するということではないのか。
ガイドラインの財政収支の改善に係る基本的な考え方では、法定外の一般会計

繰入の内訳についてみると、①決算補填等を目的としたもののほか、②保健事業
に係る費用についての繰入などの決算補填等目的以外のものがある。
国民健康保険特別会計において、解消又は削減すべき対象としての法定外の一

般会計繰入とは、法定外の一般会計繰入のうち上記の①、決算補填等を目的とし
たものを指すものであり、各市町村の政策判断により積極的に行われている上記
②、保健事業に係る費用についての繰入などの決算補填等目的以外のものについ
ては、解消・削減すべき対象とは言えないものである。都道府県及び市町村にお
いて、財政収支の改善等について検討を行うに当たっては、まず、こうした解消
・削減すべき対象としての赤字の範囲について認識の共有を図ることが重要であ
る、と基本的な考えが示されている。

各市町村の政策判断により積極的に行われている法定外の一般会計繰入は解消
・削減すべき対象ではない。町の認識は。
全国市長会・全国町村長会が厚労省の審査会に連名で意見書を提出し、法定外

繰入に対して国が法律で制限を加えるのは、地方分権の趣旨に反すると異議を呈
している。地方自治の本旨や自治体の条例制定権を定めた憲法の条文からしても、
自治体の福祉措置を国が禁止することはできないとしています。
町の国保税滞納世帯数は。滞納金額は。短期保険証、資格証明書の発行数は。
ガイドラインに沿った保険税の改定は、今でも払えない保険税の滞納世帯の増

加と税を払えぬことによる医療受診抑制へ直結し住民の健康を悪化させることに
なる。
全国知事会の国定率負担の引上げ。全国市長会の国庫負担割合の引上げ。子ど

もの均等割全面見直しなどを、全国町村会など地方団体は要求している。
コロナ危機や物価高騰で住民生活が悪化する中、保険料水準の統一化、完全統

一を目指すのではなく、繰入の維持とともに低所得世帯、子育て世帯、障がい者
・児のいる世帯、ひとり親世帯などへの減免等、住民の意思に基づいて行われる
住民自治と国から独立した団体に委ねられている団体自治など、地方自治の本旨
に基づく施策こそ必要ではないのか。



【答 弁】
町 長：
１項めは、国保税の改定にあたって町は、北海道からどのような指導を受け

ているのか、についてであります。
現在、北海道では北海道国民健康保険運営方針を改正し、全道どこに住んで

いても同じ所得・世帯構成であれば、同じ保険料となる保険料水準の統一によ
る加入者負担の公平化を令和１２年度を目途としております。
この運営方針の改定を進めて行く過程において、北海道・市町村・国保連合

会の連携・協力が非常に重要であり、それぞれが適切な役割と責任のもと、北
海道国民健康保険市町村連携会議を中心に関係者間の意見交換や、保険料算定
方法の支援等について協議がなされているところであります。
２項めは、町に提示されている標準保険料率についてであります。
令和５年度、北海道から示された標準保険料率は、所得割率１２．７９％、

均等割額４万４，１０８円、平等割額４万２，７７７円となっております。
３項めは、標準保険料率は強制力のない参考値ではないのか、法定外繰入額

を除外して示された標準保険料率は町に対する繰入解消への圧力ではないのか、
についてであります。
北海道から示された標準保険料率は、あくまでも道内統一の基準により算定

した参考値であり、現時点においては各市町村がそれぞれの算定方法に基づき、
税率を設定するものと認識しております。

また、標準保険料率は、あくまでも健全な国保運営に必要となる税収を確保
するための参考値であり、法定外繰入解消への圧力とは考えておりません。
４項めは、保険料水準統一の達成年度、達成に向けた取組、平準化に向けた

プランの作成など方針に沿って進んでいるのか、についてであります。
現在、北海道国民健康保険市町村連携会議において道内の市町村との意見交

換を行い、本年９月に運営方針素案（案）を策定し、北海道国民健康保険運営
協議会での審議を経て素案が確定し、令和５年１２月１３日よりパブリックコ
メントの実施や、全道各市町村への意見照会を行っているところであります。
この中で、令和１２年度を目途に保険料水準の統一を目指すものとされてお

り、その過程において賦課方式を令和９年度から所得割・均等割・平等割の３
方式に統一することを目指しているため、本町の賦課方式について、資産割を
段階的に廃止するよう準備を取り進めているところであります。
５項めは、町村独自の保険税ではなく、将来的には完全統一を目指すとされ

ているのか、についてであります。
北海道国民健康保険運営方針素案で示している保険料水準の統一につきまし

ては、市町村間の保険料の違いなど市町村国保が抱える構造的な課題に対し、
負担の公平化を進めるため、将来的に同一都道府県において、同じ所得水準、
同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準を目指すこととしております。
６項めは、町も繰入解消目標を立てているのか、についてであります。
法定外繰入金については、運営方針素案において、一般会計からの繰入金の

うち、収支不足に伴う決算補填目的のもの、保険者の政策によるもの、過年度
の赤字によるものが該当するものとされており、町では現在、法定外の繰入を
実施していないことから、繰入解消の目標を立てるには至っておりません。
７項めは、町における国保加入者の所得階層別区分と加入者数、現在の国庫

負担率についてであります。
国保加入者の所得階層別区分については、令和５年１２月１２日現在で１５

５万５千円未満の所得階層は１，３５１人、１５５万５千円以上３１３万円未



満の所得階層は２９５人、３１３万円以上４９８万５千円未満の所得階層は１
１１人、４９８万５千円以上７４３万５千円未満の所得階層は５６人、７４３
万５千円以上の所得階層は６５人となっており、岩内町国民健康保険被保険者
数は１，８７８人となっております。
また、国が示しております市町村国保の財源構成における国庫負担率は、３

２％となっております。
８項めは、国保加入者の平均所得と、平均所得が下がっているのは加入者の

貧困化を表すものではないのか、についてであります。
国保加入者の直近３か年の平均所得は、令和３年１２月末で６４万１千円、

令和４年１２月末で６７万４千円、令和５年１２月１２日現在で７７万８千円
と増加傾向で推移している状況となっております。
９項めは、町の保険給付費の減少は、貧困下による受診控えにつながってい

るのではないのか、についてであります。
岩内町国民健康保険の保険給付費の直近３か年の推移は、令和３年度、８億

５，５０６万１千円、令和４年度、９億３，７２８万９千円、令和５年度は見
込みとなりますが、９億４千万円で推移しており、保険給付費は増加傾向とな
っております。
この傾向につきましては、様々な要因が想定されますが、主に新型コロナウ

イルス感染症の拡大により続いておりました受診控えによる保険給付費の抑制
傾向が、新型コロナウイルス感染者の減少に伴い、緩和された影響が大きいも

のと分析しております。
１０項めは、市町村との合意がなければ保険料の統一への議論は進まないこ

とになるのではありませんか。町は保険料水準の統一化が住民にどのような影
響を与えるのか調査し、住民に知らせる必要があるのではないか、についてで
あります。
令和５年６月に国が示した都道府県国民健康保険運営方針策定要領において

は、国から都道府県に対しての地方自治法第２４５条の４第１項に基づく技術
的助言であると認識しており、これに基づき、北海道が市町村等との連携会議
の開催や、市町村への意見聴取などが求められることになっております。
また、都道府県の運営方針案を策定するにあたり、市町村の同意がなければ

ならないものではないが、できる限り市町村の意見を尊重するものとされてお
ります。
こうしたことから、北海道においては、道内全市町村が参加する北海道国民

健康保険市町村連携会議を設置し、北海道と市町村の意見交換を重ねる中で、
この度の運営方針素案が示されたところであります。
現在、北海道の責任において全道民に向けた運営方針素案に対するパブリッ

クコメントが実施されており、併せて全道の市町村にも意見照会が行われてお
りますので、町といたしましては、この運営方針素案の内容を慎重に検討し、
回答するよう取り進めるとともに、今後、保険料水準の統一に向けての税率改
正に際しましては、町広報紙やホームページを活用した町民への周知等に配意
して参ります。
１１項めは、ガイドラインが示す統一化は、住民負担増に直結するというこ

とではないのか、についてであります。
北海道国民健康保険運営方針素案の目指す姿といたしましては、全道どこに

住んでいても同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、市
町村が定める保険料率が、北海道が示す標準保険料率と同率となることを保険
料水準の統一と定義づけており、令和１２年度を目途に保険料水準の統一を目



指すものと位置付けております。
保険料水準の統一に向けた課題として、資産割の廃止や賦課限度額の統一、

歳入・歳出の共通化、市町村間の収納率差による保険料負担の公平化、法定外
繰入の解消など、様々な課題を段階的に解決した上で保険料水準の統一の実現
を目指しており、必ずしも住民負担増に直結するものではないものと認識して
おります。
１２項めは、各市町村の政策判断により積極的に行われている法定外の一般

会計繰入は解消・削減すべき対象ではない、町の認識についてであります。
法定外繰入金については、運営方針素案において、収支不足に伴う決算補填

目的のもの、保険者の政策によるもの、過年度の赤字によるものが該当するも
のとされており、段階的な解消に向けた取組が必要とされております。
また、各市町村が条例の規定に基づき行っている国保税の減免については、

今後その運用や負担軽減に要する費用の算定方法等を共通化するための枠組み
が検討されていくものと認識しております。
１３項めは、町の国保税滞納世帯数、滞納金額、短期保険証及び資格証明書

の発行数についてであります。
令和５年１２月１２日現在での国保税滞納世帯数は３５４件で、滞納額は、

現年度分・過年度分を合わせて６，０６６万３千円、短期保険証の交付件数は
２０件、資格証明書は交付しておりません。
１４項めは、保険料水準の統一化、完全統一を目指すのではなく、繰入の維

持とともに、低所得世帯、子育て世帯、障がい者世帯、障がい児のいる世帯、
ひとり親世帯などへの減免等、住民の意思に基づいて行われる住民自治と、国
から独立した団体に委ねられている団体自治など、地方自治の本旨に基づく施
策こそ必要ではないのか、についてであります。
保険料水準の統一については、国のガイドラインに基づき、市町村間の保険

料の違いなど、市町村国保が抱える構造的な課題に対し、負担の公平化を進め
るため、将来的に保険料水準の統一を目指すこととしており、北海道国民健康
保険運営方針素案に位置付けられております。
また、保険料水準の統一に向けて、様々な課題がある事も認識しており、と

りわけ、誰にでも一時的に保険料を納めることができない事情は起こり得るこ
とも想定されることから、このような場合の減免に関する運用や、その負担軽
減に要する費用の算定等についても、全道で共通化する必要があるものと考え
ております。
いずれにいたしましても、真に医療を必要としている方が、いつでも安心し

て医療サービスを受けることができる環境を持続するためにも、北海道全域に
おける安定的な財政運営及び事務の広域化や効率化を推進できるよう、国民健
康保険の運営に関する統一的な指針となる北海道国民健康保険運営方針に基づ
き、将来的な保険料水準の統一を目指すことは、町としても健全な国保運営を
持続していくうえにおいて、必要であると判断しております。



＜ 再 質 問 ＞

令和１２年度を目途に保険料水準の統一を目指す、その過程において賦課方式
を令和９年度から所得割、均等割、平等割の３方式に統一を目指し、町は資産割
を段階的に廃止など準備を進めるとした。また、保険料水準の統一は、負担の公
平化を進めると言うが、国保税滞納世帯数は３５４件、滞納額は現・過年度分合
わせて６，０６６万３千円。短期保険証発行交付は２０件です。
保険税の統一は、ますますこうした保険者負担がが増えるのではないのか。



【答 弁】
町 長：
保険料水準の統一については、国のガイドラインに基づき、市町村間の保険

料の違いなど、市町村国保が抱える構造的な課題に対し、負担の公平化を進め
るため、将来的に保険料水準の統一を目指すこととしております。
また、保険料水準の統一に向けた課題として、資産割の廃止や賦課限度額の

統一、歳入・歳出の共通化、市町村間の収納率差による保険料負担の公平化、
法定外繰入の解消など、様々な課題を段階的に解決した上で、保険料水準の統
一の実現を目指しており、必ずしも住民負担増に直結するものではないものと
認識しており、合わせてこのことが、滞納世帯の増加につながるものとは考え
ておりません。


